
第１回 

砂川市立小中学校適正配置計画検討委員会 

 

と き：令和元年８月１日（木）午後６時～ 

ところ：砂川市公民館 第２研修室 

 

 

 【会議次第】 

 

   １．開   会 

 

   ２．委嘱書交付 

 

   ３．挨   拶    砂川市教育委員会教育長 

 

   ４．会長及び副会長選出 

 

   ５．説 明 事 項 

    ［１］市立小中学校のあゆみと概況 

［２］学級数・児童生徒数の現状 

［３］児童生徒数等の予測推移 

    ［４］検討委員会の役割 

    ［５］基本計画（適正配置計画）案の内容 

    ［６］検討のポイント 

    ［７］検討委員会開催のスケジュール 

     ※ 参考資料 

 

６．そ の 他 

  第２回検討委員会の日程  令和元年  月  日（ ） 
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検討委員会の設置にあたり 

 

砂川市教育委員会では、市内の児童生徒数が年々減少し、学校規模も大きく変化する中、

将来にわたり効果的な統一性のある教育活動を維持するため、平成３０年度から市立小中学

校の適正規模・適正配置の検討を開始いたしました。 

 

検討に際しては、検討資料作成後、今後の小中学校のあり方や基本的な考え方について、

広くご意見をお伺いすることが必要かつ望ましいとして、市内の関係する各種団体・組織の

皆様に対しまして「適正配置に係わる意見を聴く会」を開催させていただいたところです。 

 これにより、皆様のご意見を踏まえながら先般、パグリックコメントを経て、適正配置に

係わる基本方針を策定したことから、当方針に基づいた方向性、いわゆる基本計画（適正配

置計画）の作成に着手することといたしました。 

 

 検討委員会につきましては、これら経過を背景に、砂川の子どもたちの健やかな成長とよ

り良い教育環境を実現するため、引き続き、市内の各種団体・組織の皆様よりお力添えを賜

りたく、基本計画（案）の作成に係わる協議・検討を行う機関として設置したものです。 

 

 

 【主な沿革】 

 

①平成３０年４月   

   

②平成３０年８月    

   

③平成３０年１０月～   

 

 

   

④令和元年５月～    

   

⑤令和元年６月   

   

⑥令和元年８月～ 

 
 

 

適正配置に係わる「意見を聴く会」実施 
（11 団体・12 開催＝延べ 134 人 意見 HP 公開） 

「基本方針(案)」パブリックコメントの実施 
（5 月 16 日～6 月 14 日 意見 1 人 1 件 HP 公開） 

「基本方針」を策定（HP公開） 

「砂川市立小中学校適正配置計画検討委員会」
を設置 

適正配置の検討資料の作成（HP 公開） 

適正配置の検討開始 
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１ 市立小中学校のあゆみと概況 

 

（１）学校編成（統合）のあゆみ 

砂川市内の小中学校は、明治２６年の「砂川尋常小学校」の開校から始まり、小学校では

昭和２５年に１０校、中学校では昭和３４年に４校設置されていました。 

児童生徒数のピーク時（校籍簿より）は、小学生で５,５３２人（昭和３４年）、中学生で

２,９３７人（昭和３７年）を数えましたが、その後は人口減少に比して概ね減少の一途を

辿り、今日では小学生６４８人、中学生で３８６人となっています。 

現在の学校に至る学校統合に関しては、児童生徒数の減少及び校舎の老朽化等の理由に

より、昭和５８年度に検討がスタートし、６年後の児童生徒数の推計値などを見据えなが

ら有識者、関係諸団体や地域との協議が進められました。 

これら経過を踏まえ、昭和６０年から平成７年にかけて学校統合が進められ、現在の小

学校５校、中学校２校の形態となっています。 

 

【小学校の統合】 

統合時期 統 合 校 統合後の学校 校  舎 

昭和 60年 4月 
砂川小学校（973） 

砂川小学校（885） 既設校舎利用（砂川小の歴史継続） 
宮城の沢小学校（8） 

昭和 62年 4月 
北光小学校（155） 

北光小学校（151） 
昭和 61年新築 

（既設校舎利用＝北光小の歴史継続） 一の沢小学校（3） 

平成元年４月 
豊沼小学校（219） 

豊沼小学校（270） 
既設校舎利用（豊沼小の歴史継続） 

その後、平成４年に新築 江陽小学校（57） 

平成元年４月 
空知太小学校（282） 

空知太小学校（303） 
既設校舎利用（空知太小の歴史継続） 

昭和 63年に改築 富平小学校（11） 

平成３年４月 
中央小学校（202） 

中央小学校（313） 平成 3 年新築 
焼山小学校（40） 

 

【中学校の統合】 

統合時期 統 合 校 統合後の学校 校  舎 

平成７年 4 月 
砂川中学校（393） 

砂川中学校（514） 平成７年新築 
豊沼中学校（154） 

〔参考〕 

昭和 45年 1月 

北光中学校（123） 
石山中学校（189） 既設校舎利用後、昭和 46 年に新築 

空知太中学校（87） 

 

※ （ ）内の数値は統合時及び統合後の児童生徒数 

   統合時の児童生徒数の合計が統合後の数に対し誤差が生じているのは、通学区域の見直し及び

新入学者数等によるもの。 
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（２）学校の概況 

参照資料：学校施設台帳（R1.5.1現在） 

 

○砂川小学校 

校舎完成 昭和４８年１０月 

面  積 建物敷地：１３,８６３㎡   グラウンド：１６,９６２㎡ 

校舎  ： ４,６４８㎡   体育館  ： １,４１５㎡ 

（建物敷地＋グラウンド＝３０,８２５㎡） 

教 室 数 普通教室：１５室  特別教室：９室 

  ※昭和６０年に宮城の沢小学校と統合 

※平成２２年度に耐震化大規模工事 

 

○豊沼小学校 

校舎完成 平成４年５月 

面  積 建物敷地：１７,２１９㎡   グラウンド：１７,１４０㎡ 

校舎  ： ３,７４３㎡   体育館  ： １,２８８㎡ 

（建物敷地＋グラウンド＝３４,３５９㎡） 

教 室 数 普通教室：８室  特別教室：７室 

※平成元年に江陽小学校と統合 

 

○中央小学校 

校舎完成 平成３年２月 

面  積 建物敷地：１９,９０２㎡   グラウンド：１７,３７４㎡ 

校舎  ： ３,８１４㎡   体育館  ： １,２９２㎡ 

（建物敷地＋グラウンド＝３７,２７６㎡） 

教 室 数 普通教室：１０室  特別教室：７室 

※平成３年に焼山小学校と統合 

 

○空知太小学校 

校舎完成 昭和６３年１２月（改築） 

面  積 建物敷地：１０,２４８㎡   グラウンド：１１,３８１㎡ 

校舎  ： ３,４３７㎡   体育館  ： １,２９２㎡ 

（建物敷地＋グラウンド＝２１,６２９㎡（内３,４３１㎡借用地）） 

教 室 数 普通教室：１０室  特別教室：８室 

※平成元年に富平小学校と統合 

※平成２２年度に耐震化大規模工事 
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○北光小学校 

校舎完成 昭和６１年１２月 

面  積 建物敷地：１３,６５２㎡   グラウンド：１４,４３８㎡ 

校舎  ： ２,１７６㎡   体育館  ： １,０２３㎡ 

（建物敷地＋グラウンド＝２８,０９０㎡） 

教 室 数 普通教室：９室  特別教室：５室 

※昭和６２年に一の沢小学校と統合 

 

○砂川中学校 

校舎完成 平成７年３月 

面  積 建物敷地：２２,２８８㎡   グラウンド：２３,６１０㎡ 

校舎  ： ６,６９５㎡   体育館  ： １,９０３㎡ 

（建物敷地＋グラウンド＝４５,８９８㎡） 

教 室 数 普通教室：１２室  特別教室：１５室 

  ※平成７年に豊沼中学校と統合 

 

○石山中学校 

校舎完成 昭和４６年９月 

面  積 建物敷地：１６,７２７㎡   グラウンド：１７,６９１㎡ 

校舎  ： ３,３０１㎡   体育館  ： １,２３７㎡ 

（建物敷地＋グラウンド＝３４,４１８㎡） 

教 室 数 普通教室：５室  特別教室：１３室 

  ※平成２２年度に耐震化大規模工事 

 

 

【参考（再掲）】 

 ○学校統合時の児童生徒数 

  ・宮城の沢小学校 （昭和６０年）  最終児童数   ８人 

  ・一の沢小学校  （昭和６２年）  最終児童数   ３人 

  ・江陽小学校   （平成元年）   最終児童数  ５７人 

  ・富平小学校   （平成元年）   最終児童数  １１人 

  ・焼山小学校   （平成３年）   最終児童数  ４０人 

  ・豊沼中学校   （平成７年）   最終生徒数 １５４人 
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２ 学級数・児童生徒数の現状 

 

平成 31年 4月 10日現在 

単位：級・人 

（１）小学校 

 砂川小 豊沼小 中央小 空知太小 北光小 計 

学級 児童 学級 児童 学級 児童 学級 児童 学級 児童 学級 児童 

１学年 ２ ３７ １ １１ １ １９ １ １９ １ ９ ６ ９５ 

２学年 １ ２６ １ １０ １ ２２ １ １７ １ ８ ５ ８３ 

３学年 １ ３９ １ １５ １ ２６ １ １６ １ １０ ５ １０６ 

４学年 ２ ４２ １ １７ １ ２３ １ １８ １ ７ ６ １０７ 

５学年 ２ ４１ １ １４ １ ３１ １ ２３  ７ ５ １１６ 

６学年 １ ４０ １ １７ １ ２７ １ ２６ １ ５ ５ １１５ 

通常計 ９ ２２５ ６ ８４ ６ １４８ ６ １１９ ５ ４６ ３２ ６２２ 

特別支援 ５ ５ ３ ５ ４ ５ ５ ７ ４ ４ ２１ ２６ 

合計 １４ ２３０ ９ ８９ １０ １５３ １１ １２６ ９ ５０ ５３ ６４８ 

  ※北光小の４・５年生は複式学級 

 

（２）中学校 

 砂川中 石山中 計 

 

 学級 生徒 学級 生徒 学級 生徒 

１学年 ３ ９３ １ ２５ ４ １１８ 

２学年 ３ ９１ １ ３７ ４ １２８ ◆小学校・中学校の合計 

３学年 ３ ９４ １ ３７ ４ １３１  学級 児童・生徒 

通常計 ９ ２７８ ３ ９９ １２ ３７７ 通常計 ４４ ９９９ 

特別支援 ２ ６ ２ ３ ４ ９ 特別支援 ２５ ３５ 

合計 １１ ２８４ ５ １０２ １６ ３８６ 合計 ６９ 1,034 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学校】学校規模（通常学級数）：１２学級以上（各学年２学級以上） 

基本方針の考え方 

【中学校】学校規模（通常学級数）： ９学級以上（各学年３学級以上） 

！ 基本方針が望ましいとする、通常学級数規模を満たしている 

 のは、砂川中のみ 
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【参考】 

 

（ １ ） 　 児 童 生 徒 数 の 推 移 　 （ 基 本 方 針 記 載 の 数 値 の 内 訳 ）

　 【小 学校 】

元年度 ５年度 ２０年度 ２５年度 ３０年度 ３１年度

砂川小 659 462 283 266 245 230

豊沼小 270 285 158 143 91 89

中央小 231 313 222 197 164 153

空知太小 304 287 165 153 124 126

北光小 133 115 139 99 50 50

焼山小 47

計 1 ,644 1 ,462 967 858 674 648

※ 焼 山 小 は 平 成 ３ 年 に 中 央 小 と 統 合

　 【中 学校 】

元年度 ５年度 ２０年度 ２５年度 ３０年度 ３１年度

砂川中 508 404 300 333 287 284

石山中 281 234 168 154 114 102

豊沼中 227 164

計 1 ,016 802 468 487 401 386

※ 豊 沼 中 は 平 成 ７ 年 に 砂 川 中 と 統 合

（ ２ ） 　 出 生 届 出 数 と 新 入 学 児 童 数 の 推 移

出生届

件数

１３年度 168 173

１４年度 156 147

１５年度 154 141

１６年度 142 140

１７年度 134 133

１８年度 136 127

１９年度 115 116

２０年度 126 119

２１年度 108 120

２２年度 118 109

２３年度 112 90

２４年度 103 96

２５年度 102 (83 ) 　 ※ 新 入 学 児 童 数 の （ 　 ） は

２６年度 105 (99 ) 　 　 本 資 料 内 の 予 測 数 値

２７年度 87 (95 )

２８年度 81 (77 )

２９年度 100 (95 )

３０年度 86 (75 )

１０年 度

387

１５年 度

301

217 157

207 174

277 216

126 140

1 ,214 988

１０年 度 １５年度

373

187

560

560

209

769

（入 学 年 度 ）

（２ ０年 度 ）

（２ １年 度 ）

（２ ２年 度 ）

（２ ３年 度 ）

（２ ５年 度 ）

（２ ６年 度 ）

（２ ７年 度 ）

（２ ８年 度 ）

（２ ９年 度 ）

単 位 ： 人

（ ３ ３年 度 ）

（３ ４年 度 ）

（３ ５年 度 ）

（３ ６年 度 ）

新入学児童数

※ 現 学 年

小 学 ３年 生

小 学 ４年 生

小 学 ５年 生

小 学 ６年 生

中 学 １年 生

（３２年 度 ）

年度

単 位 ： 件 ・ 人

（ ３ ７年 度 ）

小 学 ２年 生（３０年 度 ）

（３ １年 度 ） 小 学 １年 生

高 校 ３年 生

高 校 ２年 生

高 校 １年 生

中 学 ２年 生

中 学 ３年 生

（２４年 度 ）
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３ 児童生徒数等の予測推移 

 

算定基礎資料：住民基本台帳（H31.3末現在） 

単位：人・級 

（１）小学校 

 ① 新入学児童数と全児童数 

 ２年度 

（2020 年度） 

３年度 

（2021 年度） 

４年度 

（2022 年度） 

５年度 

（2023 年度） 

６年度 

（2024 年度） 

７年度 

（2025 年度） 

入学 総数 入学 総数 入学 総数 入学 総数 入学 総数 入学 総数 

砂川小 ２７ ２１６ ３６ ２１０ ３０ １９７ ２５ １８２ ３５ １９０ ２３ １７６ 

豊沼小 １７ ８９ １６ ８８ １７ ８８ １２ ８４ １０ ８３ １２ ８４ 

中央小 １６ １４２ ２０ １２９ ２０ １２５ １６ １１５ ２０ １１１ ２２ １１４ 

空知太小 １３ １１３ １６ １０５ １７ １０１ １４ ９７ １９ ９９ １１ ９０ 

北光小 １０ ５５ １１ ５８ １１ ６１ １０ ６０ １１ ６２ ７ ６０ 

合計 ８３ ６１５ ９９ ５９０ ９５ ５７２ ７７ ５３８ ９５ ５４５ ７５ ５２４ 

 

 

 ② 「通常学級」の学級数と児童数 

 ２年度 

（2020 年度） 

３年度 

（2021 年度） 

４年度 

（2022 年度） 

５年度 

（2023 年度） 

６年度 

（2024 年度） 

７年度 

（2025 年度） 

級数 児童 級数 児童 級数 児童 級数 児童 級数 児童 級数 児童 

砂川小 ８ ２１１ ８ ２０５ ７ １９２ ６ １７７ ６ １８５ ６ １７０ 

豊沼小 ６ ８３ ６ ８４ ６ ８３ ６ ７９ ６ ７８ ６ ７８ 

中央小 ６ １３６ ６ １２４ ６ １２０ ６ １０９ ６ １０６ ６ １０８ 

空知太小 ６ １０５ ６ ９７ ６ ９５ ６ ９２ ６ ９３ ６ ８４ 

北光小 ５ ５０ ６ ５３ ６ ５６ ６ ５５ ６ ５７ ６ ５４ 

合計 ３１ ５８５ ３２ ５６３ ３１ ５４６ ３０ ５１２ ３０ ５１９ ３０ ４９４ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学校】学校規模（通常学級数）：１２学級以上（各学年２学級以上） 

基本方針の考え方 

！ いずれの学校も、将来にわたり、１２学級以上（各学年２学

級以上）の確保が難しい状況が窺える 
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（２）中学校 

 ① 新入学生徒数と全生徒数 

 ２年度 

（2020 年度） 

３年度 

（2021 年度） 

４年度 

（2022 年度） 

５年度 

（2023 年度） 

６年度 

（2024 年度） 

７年度 

（2025 年度） 

入学 総数 入学 総数 入学 総数 入学 総数 入学 総数 入学 総数 

砂川中 ８３ ２６９ ９０ ２６７ ８３ ２５５ ８０ ２５２ ６１ ２２３ ６５ ２０５ 

石山中 ３１ ９６ ３２ ９１ ２９ ９２ ２９ ９０ ２６ ８４ ２９ ８４ 

合計 １１４ ３６５ １２２ ３５８ １１２ ３４７ １０９ ３４２ ８７ ３０７ ９４ ２８９ 

   

 

 

 

 

 ② 「通常学級」の学級数と生徒数 

 ２年度 

（2020 年度） 

３年度 

（2021 年度） 

４年度 

（2022 年度） 

５年度 

（2023 年度） 

６年度 

（2024 年度） 

７年度 

（2025 年度） 

級数 生徒 級数 生徒 級数 生徒 級数 生徒 級数 生徒 級数 生徒 

砂川中 ９ ２６５ ９ ２５８ ９ ２４５ ８ ２４２ ６ ２１５ ６ ２００ 

石山小 ３ ９３ ３ ８６ ３ ８６ ３ ８２ ３ ７７ ３ ８０ 

合計 １２ ３５８ １２ ３４４ １２ ３３１ １１ ３２４ ９ ２９２ ９ ２８０ 

     ※５ページ「児童生徒数の現状」の計  ⇒  現４～６年生   現３～５年生   現２～４年生   現１～３年生 

       （通常学級児童数）                 （３３８）       （３２９）       （２９６）      （２８４） 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針の考え方 

【中学校】学校規模（通常学級数）： ９学級以上（各学年３学級以上） 

！ ４年度までは、砂川中で９学級を維持する見込み。 

  ５年度以降は両校とも、９学級以上（各学年３学級以上） 

 に満たない状況が窺える 
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４ 検討委員会の役割 

 

検討委員会においては、「適正配置基本方針」の考え方に基づきながら、“どうような手段・

手法で方針に掲げる事項の具現化を図っていくべきか”などの協議・検討を重ね、最終的に

は「基本計画（案）」を取りまとめることとしています。 

 

 

 

 

 

 【検討開始から、計画策定までの流れ（イメージ）】 

 

 

 

 

 

 

   

 

              「意見を聴く会」 

              「パブリックコメント」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          見直しが必要とされた場合 

 

                    適正配置の計画は、 
「砂川市第７期総合計画（令和 3～１２年度）」 

                     に盛り込む予定としている 

 

適正配置基本計画（案）の作成（取りまとめ）  

学級標準規模 12～18学級 

「基本計画（適正配置計画）」策定 

（砂川の教育環境のあり方） 

児童・生徒数の減少 

満たない 

適正規模・適正配置 

の検討 

「適正配置基本方針」策定 
学級編制基準／学級数規模／通学距離・時間 等 

基本計画（適正配置計画）案の作成 

・基本的理念 ・学校統合の適否 

・関連施策 ・多様な学習機会の確保 

・新学習指導要領の推進 ・その他関連事項 

 

 

適正配置計画検討委員会 

手段・手法・時期 
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５ 基本計画（適正配置計画）案の内容 

 

 検討委員会が作成する「基本計画（適正配置計画）案」において整理する主な事項（項目）

は、以下のとおりを予定しています。 

 なお、下記記載内容の他、適正配置に関連する必要な事項がある場合は、適宜、加えて検

討・整理をします。 

 

１．基本的理念 

  ○砂川市が目指す教育と子どもたちの将来像 …等 

 

２．適正配置を図る考え方と手法 

  ○通学区域の見直しに係る要件 

  ○学校統合の要件（適否） 

  ○保護者や地域への周知（説明）方法 …等 

 

３．適正配置の推進に係わる具体的事項 

  ○学校ごとの考え方と取り扱い及びそれに係わる時期等 

砂川小学校 ⇒ ？ 

・適正配置に対する考え方と実施時期 

～学校統合の適否 及び その時期 … 等 

豊沼小学校 ⇒ ？ 

中央小学校 ⇒ ？ 

空知太小学校 ⇒ ？ 

北光小学校 ⇒ ？ 
   

砂川中学校 ⇒ ？ 

石山中学校 ⇒ ？ 

  ○既設校舎の改修及び新校舎建設に関する事項 

   ～適正配置の推進に必要なハード整備の検討 

（整備の適否や時期 ※新設の場合はその位置） 

  ○学校関連施設の取り扱い 

  ○通学支援に関する事項  …等 

 

４．関連施策の推進（考え方）～特色ある学校づくり 

  ○小中一貫教育の推進に係わる事項 

  ○特別支援教育の充実 

  ○コミュニティ・スクールを活用した地域コミュニティの確保 

  ○その他関連施策の検討及び推進 …等 

 



11 

 

 

６ 検討のポイント 

 

 適正配置に関わる協議・検討については、「適正配置基本方針」の「５．検討に関わる留意

事項」にもありますとおり、学校集約の適否が中心となります。 

 また、これに関連し、学校運営や関連施策の取り扱い、学校施設の利活用（合理化）などの

検討も進めていきたいと考えています。 

 

  

 

  ■学校規模 

 

 

 

  ■学級編制基準 

 

 

  ■通学距離・時間（学校区） 

 

 

 

 

  ■関連施策の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針が掲げる事項 

小学校の学校規模（通常学級数） ： １２学級以上（各学年２学級以上） 

中学校の学校規模（通常学級数） ：  ９学級以上（各学年３学級以上） 

１学級の児童生徒数 ： 現行の学級編制基準を維持             

通学距離・時間 ： ・適正な通学時間とされる「概ね１時間以内」を 
優先し確保する 

・なお、通学距離に関しては、適正とされる小学生 
４㎞以内、中学生６㎞以内を基本とする 

  

小中一貫教育 ／ 特別支援教育の充実 ／ 通学支援に係わる事業推進 等 

■学校を集約すべきか 
（学校は何校にすべきか） 

■関連施策はどのように 
進めるべきか 

■学校施設の機能維持・ 
利活用等は 

どうすべきか 

基本方針に則り、どのように、学校の最適化を図っていくか 
 

 

①学校数を現状維持とした場合の措置は 

②学校を集約する場合の形態等は 

 ・集約する場合の形態や位置 

・遠距離通学者の支援策 

 ・学校施設整備の必要性（新校舎建設等） 

 ・新校舎建設を必要とする場合の配置と規模 

 ・地域コミュニティの確保（サークル活動等） 

 ・学校施設の合理化等に係わる事項 

・他用途に係わる事項（避難所・投票所） 

③関連施策の推進方法は 

 ・必要性の再検証  ・適正配置との連動性 

 ・協議体の設置の有無 ・実施時期の検討 

■その他、最適化に 
必要な事項は 
利活用等は 

どうすべきか 

主な具体的事項 
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① 学級数規模 

② 児童・生徒の動向 

③ 教育効果 

④ 特別支援教育の充実 

⑦ 通学距離・時間 

⑤ 幼・保・学校間の連携 

⑥ 環境の統一性 

⑧ 学校の位置（立地） 

⑨ 地域に対する役割 

⑩ 経費の効率（合理）化 

【参考】 検討を進める上での考察ポイント（意見を聴く会から） 

 

  基本計画（適正配置計画）の検討を進めるにあたり、「意見を聴く会」において寄せられ

たご意見から、必要とされる主な考察ポイントを整理しました。 

なお、これらの事項は教育効果を高める上で、“何を優先すべきか”という点についても

考える必要もあると思われます。 

 

 ⦿ 地域性を鑑みた標準規模の妥当性 

⦿ 協同・協調・社会性などのスキル向上 

   

 ⦿ 児童・生徒数の将来な展望 

⦿ 効果・効率的な学習方法の確保 

   

 ⦿ 多様な教育活動の機会の確保 

⦿ 専門性のある教員の必要性 

   

 ⦿ 必要な設備等の充実（中学校の通級設置） 

⦿ 子ども同士のコミュニティ機会の確保 

   

 ⦿ 進学時等の環境変化におけるギャップの解消 

⦿ 共同学習や情報交換の推進 

   

 ⦿ 老朽化等による構造的な問題が発生する可能性 

⦿ 空調（温湿度）設備や教室、廊下等のスペース 
   

 ⦿ 授業への影響と体力向上への配慮 

⦿ 平衡的な距離・時間の確保 
   

 ⦿ 災害発生時の影響や通学路の危険性 

⦿ 教育関連施設や商業施設等との関係 

   

 ⦿ 避難所等、多用途の機能の維持 

⦿ 地域コミュニティ活性化に係る役割 

   

 ⦿ 経費の有効・有用化 

⦿ 将来的負担の検証 

 

 

                        子どもたちの健全な育成 

                                「生きる力」 
 

 

新学習指導要領の 

的確・円滑な推進 
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７ 検討委員会開催のスケジュール 

 

 検討委員会の開催については、計画案の取りまとめまで、全５回の開催を予定しています。 

 ただし、開催回数については、協議・検討の状況または計画案作成の進捗により、流動的

な部分もあります。 

 

 

【検討委員会の開催日程等（予定）】 

 ※ 開催日時は、会議終了時に次回の開催日程について確認をさせていただきます。 

 

第１回 ８月１日 

○委嘱書交付 ○会長・副会長の選任 

○委員会の役割等に関する説明 

○経過及び現状等の説明 ○基本方針の確認 等 

第２回 ８月下～９月上旬 
○基本方針に基づく考え方及び計画内容の整理 等 

（※計画の大綱的な事項の整理） 

第３回 ９月下～10月上旬 ○計画素案の協議及び整理 等 

第４回 10月下～11月上旬 ○計画素案の精査／提言書の整理 等 

第５回 11月下～12月上旬 ○提言書＝計画（案）の決定 

 

 計画案は提言書として整理をし、教育委員会（教育長）に提出 
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１．学級数の標準規模と学級編制基準 

２．通学距離と通学時間の考え方 

３．教職員の定数配置基準 

４．「小中一貫教育」と「義務教育学校」 

５．コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度） 

６．特別支援教育 

７．通級指導教室 

８．学校別概況写真 

※ 小中学校 通学区域図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参 考 資 料 
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１．学級数の標準規模と学級編制基準 

 

 

 

 

 

（１）学級数の標準規模 

  昭和２２年、教育基本法及び学校教育法が制定され、戦後の新しい学校制度（6・3・3・

4 制）がスタートし、昭和３１年には学校教育法施行規則（第 41・79 条）により、学級数

の標準規模が１２～１８学級と定められました。 

〔学校教育法施行規則〕 

  第四十一条 小学校の学級数は、十二学級以上十八学級以下を標準とする。ただし、

地域の実態その他により特別の事情のあるときは、この限りでない。 

 （同規則第七十九条で中学校に準用） 

 

 

（２）学級編制基準 

  昭和３３年に「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」が

制定され、「学級編制の標準」が示されました。 

学級数は原則この基準により、決定することとなります。 

学校の種類 学級編制の区分 
一学級の児童 
又は生徒の数 

小学校 
（義務教育学校の前期
課程を含む。） 

同学年の児童で編制する学級 四十人（第一学年の児
童で編制する学級に
あっては、三十五人） 

二の学年の児童で編制する学級 十六人（第一学年の児
童を含む学級にあっ
ては、八人） 

学校教育法第八十一条第二項及び第三
項に規定する特別支援学級（以下この
表及び第七条第一項第五号において単
に「特別支援学級」という。） 

八人 

中学校 
（義務教育学校の後期
課程及び中等教育学校
の前期課程を含む。） 

同学年の生徒で編制する学級 四十人 

二の学年の生徒で編制する学級 八人 

特別支援学級 八人 

※ 北海道教育委員会の基準では、1 学級 40 人の児童生徒数を基準としている。この基準は、

国の基準(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律)に基づくもの。 

※ 小学校の第 1 学年と第 2 学年及び中学校の第 1 学年の特例とは、北海道教育委員会が実

施する「少人数学級実践研究事業」に基づき、1 学級 35 人（中学校は２学級以上で１学級

当たりの生徒数が３５人を超える場合）の児童生徒数による学級編制となる。 

 

 

＊ 適正とされる学校規模は１２～１８学級 
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 ※現行の【通常学級】学級編制基準の運用 （例解） 

 

 

 【小学校】 

 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 

１学級の児童

数の上限 
３５人 ３５人 ４０人 ４０人 ４０人 ４０人 

  ― 例 ― 

   ４０人が入学 ： １年生＝２学級 → ２年生＝２学級 → ３年生以降＝１学級 

 

 【中学校】 

 １年生 ２年生 ３年生 

１学級の生徒

数の上限 
４０人 

４０人 ４０人 
３５人 

  ― 例 ― 

   ４０人が入学 ： １年生＝１学級 → ２年生以降＝１学級 

         （１学級４０人適用） 

７０人が入学 ： １年生＝２学級 → ２年生以降＝２学級 

          （１学級４０人適用） 

７１人が入学 ： １年生＝３学級 → ２年生以降＝２学級 

          （１学級 35人適用）  （１学級 40人適用） 

 

 【複式学級】（小学校） 

  ○２学級で１６人以下の場合 

   ただし、１年生を含む場合は、２学級で８人以下 

  ― 例 ― 

１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 

４人 ５人 ８人 ８人 ６人 １０人 

単式 複式 複式 単式 

 

１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 

３人 ５人 ８人 ８人 ６人 １０人 

複式 複式 複式 
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２．通学距離と通学時間の考え方 

 

 抜粋 公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引き 

（文部科学省・平成 27年１月） 

 

【通学距離】 

公立小・中学校の通学距離については、小学校でおおむね４㎞以内、中学校ではおおむ

ね６㎞以内という基準を、公立小・中学校の施設費の国庫負担対象となる学校統合の条

件として定めていることから、通学条件を通学距離によって捉えることが一般的である。 

 

【通学時間】 

適切な交通手段が確保でき、かつ遠距離通学や長時間通学によるデメリットを一定程

度解消できる見通しが立つということを前提として、通学時間について、「おおむね１時

間以内」を一応の目安とした上で、各市町村において、地域の実情や児童生徒の実態に応

じて１時間以上や１時間以内に設定することの適否も含めた判断を行うことが適当であ

る。 

 

 

 

３．教職員の定数配置基準 

 

【校長・教頭・一般教諭の配置】 通常学級・単置校 

学 級 数 
１ ２ ３ ４ ５ ６ 

15人以下 16人以上 100人以下 101人以上 

配置数 

（人） 

小学校 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

中学校 ４ ６ ９ ９ 10 11 

 

学 級 数 
７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

配置数

（人） 

小学校 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 

中学校 13 15 16 18 20 21 22 23 25 26 28 30 

（実務要覧の表は 47学級まで基準あり） 

 

※ 教頭の配置基準：３学級以上の学校（児童数 15 人以下の場合は、学級担任を兼務） 

※ 小規模校において校長・教員の配置数が児童生徒数を上まわる場合は、当該児童生徒

数を限度として配置 

※ 養護教諭は、４学級以上または３学級で児童・生徒数が 11人以上で１人 

※ 事務職員は、４学級以上または３学級で児童・生徒数が 15人以上で１人 
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４．「小中一貫教育」と「義務教育学校」 

 

【小中一貫教育】 

小学校教育と中学校教育の接続の円滑化を図った教育体系。 

小学校 6 年間と中学校 3 年間という枠組みのなかで情報交換や交流を通じて円滑な接

続を目指すことを小中連携といい、教育課程特例校の指定を受け、9年間を通じて系統的

な教育課程を編成する学校を小中一貫教育校（小中一貫校）としている。 

学校教育法の改正による新たな制度では、地域の状況や子どもの成長にあわせ、義務

教育の 9 年間の枠組みを自治体の判断で４・３・２制や５・４制など、柔軟に設定する

ことができる。 

小中一貫教育の推進にあっては、茨城県つくば市（平成 24 年度全校導入）、新潟県三

条市（平成 25 年度全校導入・同 29 年度に全ての小中学校を併設型に）などの先駆的に

取組を開始した自治体をはじめ、現在までに全国的な広がりをみせており、道内の状況

では 30 年度までに 17 市町村 68 校が義務教育学校または小中一貫型学校を開設してい

る。 

 

【義務教育学校】 

小学校課程から中学校課程までの９年間の義務教育を一貫して行う学校。学校教育法

の改正により平成 28年に新設された学校教育制度で、小中一貫校の一種である。 

 

 
（文部科学省：「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引き」） 
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５．コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度） 

 

コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）は、学校と保護者や地域の方々がとも

に知恵を出し合い、学校運営に意見を反映させることで、一緒に協働しながら子どもたち

の豊かな成長を支え「地域とともにある学校づくり」を進めることを目的とした仕組みで

設置については努力義務として規定されている。 

  学校運営に地域の声を積極的に生かし、地域と一体となって特色ある学校づくりを目指

すことで、学校と地域を有機的に結びつけ、子どもたちが地域社会の生活から遊離しない

ようバランスの取れた育成を図るもの。 

 【学校運営協議会の主な役割】 

    ○ 校長が作成する学校運営の基本方針を承認する 

     ○ 学校運営に関する意見を教育委員会又は校長に述べることができる 

     ○ 教職員の任用に関して、教育委員会規則に定める事項について、教育委員会に意見

を述べることができる 

（地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 47条の 6） 

 

 

６．特別支援教育 

 

特別支援教育とは、障がいのある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取

組を支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その

持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善または克服するため、適切な指導及び必要

な支援を行うもの。 

平成 19年 4月から、特別支援教育が学校教育法に位置付けられ、全ての学校において、

障がいのある幼児児童生徒の支援をさらに充実していくこととなった。 

（学校教育法第 81条第２・３項／学校教育法施行規則第 137・138条） 

 

 

７．通級指導教室 

 

通常の学級に在籍する、比較的軽度の障がいがある児童生徒に対して、障がいの状態

に応じて特別な指導を行うための教室。一般的には、「ことばの教室」「きこえの教室」

で呼称されている。 

各教科等の指導を通常の学級で受けながら、障がいに応じた特別の指導を別室で行う

指導形態で、知的障害など比較的重い障がいを抱える子が通う特別支援学校や小中学校

の特別支援学級とは別。 

（学校教育法施行規則第 140・141条） 



８．学校別概況写真　【小学校】

■　砂川小学校 ■　豊沼小学校 ■　中央小学校 ■　空知太小学校 ■　北光小学校

外観（正面） 外観（正面） 外観（正面） 外観（正面） 外観（正面）

廊下（教室横） 廊下（教室横） 廊下（教室横） 廊下（教室横） 廊下（教室横）

通常教室 通常教室 通常教室 通常教室 通常教室

水回り（トイレ） 水回り（トイレ） 水回り（トイレ） 水回り（トイレ） 水回り（トイレ）
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８．学校別概況写真　【中学校】

■　砂川中学校 ■　石山中学校

外観（正面） 外観（生徒玄関側）

廊下（教室横） 廊下（教室横）

通常教室 通常教室

水回り（トイレ） 水回り（トイレ）
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